
 

令和７年 10 月 10 日   

 

関東地方整備局長   

 

 

歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の指定について 

 

道路法（昭和 27年法律第 180 号）第 48 条の 20第１項の規定に基づき、歩

行者利便増進道路を指定し、同法第 33 条第２項第４号の規定に基づき、利便

増進誘導区域を指定するので、同法第 48条の 20第５項及び第 33 条第４項の

規定により下記のとおり公示する。                   

 その関係図面は、令和７年 10 月 11日から、30日間一般の縦覧に供する。 

 

記 

 

１ 歩行者利便増進道路の指定日 令和７年 10 月 10日 

 

２ 利便増進誘導区域の指定日  令和７年 10 月 11日 

 

３ 道路の種類及び路線名    一般国道１号 

 

４ 歩行者利便増進道路として指定する区間（別紙参照） 

   東京都港区虎ノ門二丁目一〇八番一地内 

   （歩行者デッキ（TORANOMON HILLS 横断歩道橋と広場）） 

    

５ 利便増進誘導区域として指定する場所（別紙参照） 

   東京都港区虎ノ門二丁目一〇八番一地内 

   （歩行者デッキ（TORANOMON HILLS 横断歩道橋と広場）） 

 

６ 図面縦覧場所 

   東京国道事務所 

 



歩行者利便増進道路指定位置図 縮尺　1:50,000
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歩行者利便増進道路指定平面図 縮尺　1：500
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一般国道１号 利便増進誘導区域 指定平面図

：利便増進誘導区域

L  = 9.80～10.85m
W = 30.00m

L  = 6.50～7.50m
W = 30.00m

東京都港区虎ノ門二丁目一〇八番一地内
（東京都港区虎ノ門二丁目六番地先）
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